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。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
厚
生
年
金
違
法
未
加
入
の
調
査
結
果
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査
（
以
下
「
本
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
末
時
点
の
国

民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
の
国
民
年
金
に
対
す
る
意
識
、
保
険
料
未
納
の
理
由
等
、
今
後
の
国
民
年

金
事
業
運
営
に
必
要
な
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
指
摘
の
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者

の
数
約
二
百
万
人
程
度
と
い
う
推
計
値
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
末
時
点
に
お
け
る
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
（
任
意
加

入
被
保
険
者
を
含
む
。
）
約
千
八
百
五
万
人
の
う
ち
、
任
意
加
入
被
保
険
者
、
外
国
人
、
法
定
免
除
者
、
転
出
に
よ
る
住
所

不
明
者
、
二
十
五
歳
以
上
の
学
生
納
付
特
例
者
及
び
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
、
調
査
開
始
時
点
に
お
け
る
福
島
県
の
避

難
指
示
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
を
除
い
た
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
（
以
下
「
調
査
対
象
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
」

と
い
う
。
）
約
千
五
百
八
十
三
万
人
に
つ
い
て
、
本
調
査
に
お
け
る
就
業
状
況
を
基
に
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
の
可
能
性

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
の
数
と
し
て
機
械
的
に
推
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

推
計
方
法
と
し
て
は
、
「
法
人
の
事
業
所
」
又
は
「
農
林
水
産
業
、
飲
食
店
・
宿
泊
業
等
の
場
合
を
除
く
従
業
員
が
常
時

一



五
人
以
上
い
る
個
人
経
営
の
事
業
所
」
に
勤
め
て
お
り
、
就
業
形
態
が
「
常
用
雇
用
」
又
は
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
（
週

の
労
働
時
間
が
三
十
時
間
以
上
）
」
で
あ
る
と
回
答
し
た
者
の
都
市
規
模
別
、
保
険
料
納
付
状
況
別
、
年
齢
階
級
別
及
び
都

道
府
県
別
の
区
分
ご
と
の
数
に
、
区
分
ご
と
に
設
定
さ
れ
て
い
る
集
計
乗
率
（
乗
率
設
定
用
の
母
集
団
数
を
本
調
査
の
有
効

回
答
数
で
除
し
た
率
）
を
乗
じ
た
も
の
を
、
全
て
の
区
分
に
つ
い
て
合
計
す
る
こ
と
で
推
計
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
、
乗

率
設
定
用
の
母
集
団
数
と
は
、
有
効
回
答
数
が
零
で
あ
る
区
分
の
母
集
団
数
を
同
じ
都
市
規
模
別
、
保
険
料
納
付
状
況
別
、

年
齢
階
級
別
の
区
分
に
お
け
る
有
効
回
答
数
が
零
で
な
い
都
道
府
県
の
当
該
区
分
の
母
集
団
数
で
比
例
あ
ん
分
し
、
そ
れ
ら

の
都
道
府
県
の
当
該
区
分
の
母
集
団
数
に
加
え
た
数
で
あ
る
。

約
二
百
万
人
程
度
と
い
う
推
計
値
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
末
時
点
に
お
け
る
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入

被
保
険
者
を
含
む
。
）
約
千
八
百
五
万
人
の
約
十
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
調
査
対
象
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
約
千
五
百
八

十
三
万
人
の
約
十
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

約
二
百
万
人
程
度
と
い
う
推
計
値
の
年
齢
階
級
別
推
計
値
及
び
当
該
年
齢
階
級
別
推
計
値
の
各
年
齢
階
級
に
お
け
る
調
査

対
象
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
数
に
対
す
る
割
合
は
、
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
が
約
三
十
九
万
人
（
約
十
一
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
）
、
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
ま
で
が
約
三
十
二
万
人
（
約
二
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
三
十
歳
か
ら
三
十
四
歳
ま

二



で
が
約
二
十
七
万
人
（
約
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
三
十
五
歳
か
ら
三
十
九
歳
ま
で
が
約
二
十
五
万
人
（
約
十
四
・
六
パ

ー
セ
ン
ト
）
、
四
十
歳
か
ら
四
十
四
歳
ま
で
が
約
二
十
四
万
人
（
約
十
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
四
十
五
歳
か
ら
四
十
九
歳

ま
で
が
約
二
十
万
人
（
約
十
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
五
十
歳
か
ら
五
十
四
歳
ま
で
が
約
十
六
万
人
（
約
九
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
）
、
五
十
五
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
が
約
十
九
万
人
（
約
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
な
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

国
民
年
金
に
つ
い
て
は
、
本
調
査
の
結
果
に
お
け
る
就
業
形
態
が
「
常
用
雇
用
」
の
者
と
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
臨

時
」
の
者
の
合
計
が
約
六
百
三
十
八
万
人
で
あ
り
、
調
査
対
象
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
約
千
五
百
八
十
三
万
人
の
う
ち
約

四
十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
が
、
こ
の
中
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
と
な
ら
な
い
事
業
所
に
勤
め
て
い
る
者
や
適

用
事
業
所
に
勤
め
て
い
る
が
労
働
時
間
が
短
く
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
と
な
ら
な
い
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
厚
生
年
金
保
険

の
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
の
数
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に

つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
約
二
百
万
人
程
度
と
推
計
さ
れ
る
。

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
数
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
五
年
度
国
民
健
康
保
険
実
態
調
査
報
告

に
よ
る
と
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
の
う
ち
、
世
帯
主
が
被

三



用
者
で
あ
る
世
帯
が
占
め
る
割
合
は
約
三
十
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
国
民
年
金
保
険
料
を
滞
納
し
た
者
に
対
す
る
財
産
の
差
押
え
が
行
わ
れ
た
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度

に
お
い
て
は
三
千
四
十
八
件
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
九
百
十
件
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
は
一
万
千
三
百

八
十
七
件
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
五
千
五
百
三
十
四
件
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
は
三
千
九
十
二
件
、
平
成
二

十
二
年
度
に
お
い
て
は
三
千
三
百
七
十
九
件
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
は
五
千
十
二
件
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て

は
六
千
二
百
八
件
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
い
て
は
一
万
四
百
七
十
六
件
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
は
一
万
四
千
九
百

九
十
九
件
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
同
年
度
に
差
押
え
が
行
わ
れ
た
件
数
の
う
ち
、
本
来
、
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者

と
な
ら
な
い
者
に
係
る
差
押
え
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

ま
た
、お
尋
ね
の
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
等
を
滞
納
し
た
者
に
対
す
る
財
産
の
差
押
え
が
行
わ
れ
た
件
数
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
は
四
万
五
千
三
百
四
十
六
件
、
平
成
十
三
年
度
に
お
い
て
は
四
万
四
千
百
十
二
件
、
平
成
十
四
年

度
に
お
い
て
は
五
万
千
四
百
六
十
一
件
、
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
は
五
万
五
千
八
百
三
十
件
、
平
成
十
六
年
度
に
お
い
て

は
六
万
八
千
四
百
八
十
八
件
、
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
は
七
万
七
千
二
百
六
十
二
件
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
九
万

四



五
千
二
百
二
十
八
件
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
は
十
二
万
五
百
二
十
五
件
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
十
六
万
四
千
三

百
六
十
九
件
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
は
十
七
万
七
千
二
百
六
十
件
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
は
十
八
万
七
千
四

百
十
二
件
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
は
二
十
一
万
二
千
八
十
七
件
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
は
二
十
四
万
三
千
五

百
四
十
件
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
い
て
は
二
十
五
万
四
千
九
百
八
十
二
件
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
同
年
度
に
差
押
え

が
行
わ
れ
た
件
数
の
う
ち
、
本
来
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
者
に
係
る
差
押
え
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
把

握
し
て
い
な
い
。

御
指
摘
の
サ
ン
プ
ル
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
四
月
四
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
九
八
号
）

一
の
①
及
び
②
に
つ
い
て
及
び
二
の
①
及
び
②
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
本
来
、
厚
生
年
金
保
険
又
は
健
康
保
険

に
加
入
す
べ
き
者
が
国
民
年
金
又
は
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
こ
と
は
適
切
な
も
の
と
は
い

え
な
い
が
、
当
該
者
の
勤
務
先
が
厚
生
年
金
保
険
若
し
く
は
健
康
保
険
の
適
用
事
業
所
若
し
く
は
厚
生
年
金
保
険
若
し
く
は

健
康
保
険
を
適
用
す
べ
き
事
業
所
で
あ
る
か
ど
う
か
、
又
は
当
該
者
の
勤
務
形
態
が
厚
生
年
金
保
険
若
し
く
は
健
康
保
険
の

被
保
険
者
資
格
を
満
た
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
事
業
所
に
対
す
る
調
査
を
行
っ
て
初
め
て
把
握
可
能
で
あ
る
た

め
、
現
在
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
対
す
る
必
要
な
調
査
に
更
に
取
り
組
み
、
確
実
な
適
用
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
優
先
す
べ

五



き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
国
民
年
金
保
険
料
又
は
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
等
を
滞
納
し
た
者
に
対
す
る
財
産
の
差
押
え

の
う
ち
、
本
来
、
厚
生
年
金
保
険
又
は
健
康
保
険
に
加
入
す
べ
き
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
の
件
数
に
つ
い
て
、
実
態
把

握
を
行
う
考
え
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
を
滞
納
し
た
者
に
対
す
る
財
産
の
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
御

指
摘
の
「
厳
格
な
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
」
を
市
町
村
に
要
請
す
る
考
え
は
な
い
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
等
を
滞
納
し
た
者
に
対
す
る
財
産
の
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
仮
に
、
本
来
、
健
康
保
険

に
加
入
す
べ
き
者
が
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
当
該
者
の
勤
務
先
が
健
康
保
険
の
適
用
事
業
所
若

し
く
は
健
康
保
険
を
適
用
す
べ
き
事
業
所
で
あ
る
か
ど
う
か
、
又
は
当
該
者
の
勤
務
形
態
が
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格
を

満
た
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
実
際
に
事
業
所
に
対
す
る
調
査
を
行
っ
て
初
め
て
把
握
可
能
で
あ
る
た
め
、
市
町
村
の
窓
口

に
お
い
て
厳
密
に
確
認
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
厳
格
な
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
」
を
市
町
村
に
要
請
す

る
考
え
は
な
い
。

八
に
つ
い
て

六



御
指
摘
の
「
救
済
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
を
適
用
す
べ
き
事
業
所
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
後
に

お
い
て
も
、
被
保
険
者
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
届
出
、
毎
月
の
保
険
料
納
付
等
、
事
業
主
の
義
務
を
的
確
に
履
行
さ
せ
る

必
要
が
あ
り
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
は
、
事
業
主
の
理
解
を
求
め
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
自
主
的
な
加
入
手
続
を
す
る

よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
立
入
検
査
予
告
と
は
、
加
入
指
導
に
応
じ
ず
、
届
出
義
務
を
果
た
さ
な
い
事
業
主
に
対
し
て
、
日
本
年
金
機
構
が

権
限
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
い
、
職
権
に
よ
り
適
用
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
通
告
す
る
も
の
で
あ
り
、
加
入
指
導

で
は
面
談
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
業
主
と
面
談
が
初
め
て
可
能
と
な
る
等
の
効
果
も
あ
り
、
立
入
検
査
の
実
施
の
前

に
自
主
的
な
加
入
手
続
に
つ
な
が
る
最
終
的
な
届
出
指
導
と
し
て
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
会
計
検
査
院
が
平
成

二
十
七
年
に
取
り
ま
と
め
た
平
成
二
十
六
年
度
決
算
検
査
報
告
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
度
決
算
検
査
報
告
」
と
い
う
。
）

の
結
果
に
お
い
て
は
、
立
入
検
査
予
告
が
行
わ
れ
た
事
業
所
の
う
ち
立
入
検
査
予
告
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
自
主
的
な
加
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入
に
至
っ
た
事
業
所
の
割
合
は
約
四
割
と
な
っ
て
い
る
。

御
指
摘
の
立
入
検
査
予
告
を
し
て
か
ら
三
か
月
以
内
に
立
入
検
査
を
行
っ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
加
入
指
導
で
は

事
業
主
と
面
談
が
で
き
ず
、
ま
た
、
立
入
検
査
予
告
に
よ
っ
て
も
な
お
、
事
業
主
と
面
談
が
で
き
て
い
な
い
状
況
等
に
よ
り
、

立
入
検
査
の
実
施
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
等
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
立
入
検
査
予
告
を
行
っ
た
後
二
年
以
上
経
過
し
て
も
立
入
検
査
を
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
件
数
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
立
入
検
査
予
告
が
行
わ
れ
て
も
自
主
的
な
加
入
に
至
ら
な
か
っ
た
千

百
十
七
事
業
所
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
事
案
は
な
い
。

お
尋
ね
の
厚
生
年
金
保
険
へ
の
加
入
を
三
回
以
上
指
導
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
加
入
に
応
じ
な
い
事
業
所
に
対
し
、
一
年

以
上
、
立
入
検
査
予
告
を
行
わ
な
か
っ
た
件
数
は
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
検
査
対
象
と
な
っ
た
百
八

十
七
年
金
事
務
所
に
つ
い
て
、
三
千
九
百
七
十
五
事
業
所
で
あ
り
、
ま
た
、
立
入
検
査
予
告
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
は
、
勧

奨
に
よ
り
事
業
主
か
ら
自
主
届
出
の
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
等
で
あ
る
。
未
適
用
事
業
所
に
対
し
て
立
入
検
査
を

実
施
す
る
際
に
は
、
日
本
年
金
機
構
が
定
め
た
立
入
検
査
実
施
手
順
に
基
づ
き
、
事
業
実
態
が
確
認
で
き
た
場
合
に
立
入
検

査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
事
業
所
の
個
々
の
実
情
に
応
じ
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
画
一
的
な
期
限
は
設
け
て
い
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な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
担
当
職
員
に
対
す
る
処
分
等
を
行
う
考
え
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。今

後
の
改
善
策
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
、
効
果
的
、
効
率
的
な
適
用
促
進
業
務
全
体

の
在
り
方
を
検
討
す
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
降
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
一
貫
し
て
増
加
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
も
、
現
年
度
分
の
納
付
率
は
平
成
二
十
四
年
度
以
降
平
成
二
十
六

年
度
ま
で
上
昇
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
促
進
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
取
り
組
む
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
今
後
と
も
、
更
に
効
果
的
、
効
率
的
な
取
組
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

九


